
1-1 1
総
務

定員管理計画に基
づいた職員数の確
保

地域主権改革や権
限移譲に伴い、業
務量が増大してい
る現状があり、業
務量に見合う職員
数を確保する必要
がある。

定員管理計画に定
めた年度ごとの目
標職員数達成に向
けた職員採用

定員管理計画に基
づく年度ごとの目
標職員数

R7.4.1時点
130人

・目標職員数の確
保のための職員採
用の実施
・（令和7年度以降
の採用計画を盛り
込んだ）次期定員
管理計画の策定

1-1 2
総
務

職員研修の重点化 窓口サービスの向
上、働き方・仕事の
進め方の見直し等
の諸課題に対応で
きる人材を育成す
るため、職員個人
の資質の向上はも
ちろんのこと、組織
力（チーム力）の向
上とそのための意
識改革を促す必要
がある。

「接遇力の向上」と
「職員の主体性の
育成・発揮」を職員
研修の重点テーマ
とした職員研修の
実施

【接遇力の向上】
覆面診断の評点

80ポイント以上

【接遇力の向上】
・接遇研修・接遇覆
面診断の実施
【職員の主体性の
育成・発揮】
・コミュケーション研
修の充実
・デザイン思考研修
の実施
・オンライン学習プ
ラットフォームの試
行的利用
【その他】
・人材育成基本方
針の改定

1-3 3
財
務

公共施設等総合管
理計画等の推進・
見直し等

公共施設等のあり
方について、基本
方針を定め施設の
有効活用や適正配
置、適切な維持管
理といった公共施
設等の総合的なマ
ネジメントを行う。

①新総合計画の策
定に合わせた「公
共施設等総合管理
計画」及び「個別施
設計画」の改定
②現行計画に基づ
いた適切な施設管
理

公共施設等総合管
理計画・個別施設
計画の改定
両計画に沿った施
設の適正管理

・施設所管課との
調整
・計画改定

新
規

1-3 4
都
市

開成駅周辺におけ
る地区計画の見直
し及びデザインガイ
ドライン策定

駅前通り線周辺地
区内における公的
不動産の利活用に
併せ、開成駅周辺
（商業地全体）を美
しく開成町らしいデ
ザインで整えること
により、開成駅周
辺の不動産価値の
増進を目指す。

①土地活用を含め
たデザインの素案
作成
②説明会等を通し
た権利者との合意
形成
③民間事業者との
協働体制の構築

地区計画の見直し ・換地申出の意向
調査及び仮換地指
定
　（区画整理区域
内）
・デザイン会議の開
催

新
規

2-1
①

5
学
校

文命中学校体育館
使用料の見直し

2025年度文命中学
校体育館の空調設
備新設を契機に、
適正な受益者負担
を求める。

文命中学校体育館
空調及び夜間照明
使用時の使用料設
定及び見直し

料金改定の実施 料金改定の検討
（2025： 条例改正
の実施）

令和６年度行政改革取組項目

取組内容 達成指標 実施計画 備考取組背景・目的
視
点

番
号

所
属

区
分

取組項目



取組内容 達成指標 実施計画 備考取組背景・目的
視
点

番
号

所
属

区
分

取組項目

2-1
①

6
生
涯

水辺スポーツ公園
施設使用料の見直
し

開成水辺スポーツ
公園の維持管理費
と利用料は、パー
クゴルフ場以外の
施設で、収支バラ
ンスが取れていな
い状況にある。
快適なスポーツ活
動の場を持続的に
維持するため受益
者負担の原則によ
り利用料を見直す
必要がある。

受益者負担適正化
を図るための開成
水辺スポーツ公園
施設利用料の見直
し

料金改定の実施 利用料改定
※12月条例改正

近隣市町の施設料
金との格差の解消

2-1
③

7
環
境

上下水道料金等の
見直し

水道事業の健全な
経営の維持や、町
民の利便性の確保
のため、定期的に
上下水道料金等を
見直す必要があ
る。

①上下水道料金の
改定（引き上げ）
②給水装置開始・
中止手数料の廃止

経営状況に応じた
適正な料金改定

・改定内容の決定
・条例改正
（2025 水道料金改
定・給水開始中止
手数料廃止）

下水道使用料は令
和5年4月に改定済

新
規

2-2 8
財
務

基金の債権による
運用

令和４年度決算時
点での一般会計に
係る基金額は1,829
百万円。現状、一
部を１年定期で運
用しているが、利率
（0.002％）で極めて
低い。令和５年11
月以降、市場では
長期金利の引き上
げが始まった状況
を踏まえ、財政運
営に支障をきたさ
ない範囲で基金を
運用することで、新
たな財源の確保を
図る。

確実かつ効率的な
債権による基金の
運用

基金の運用益

1,500千円／年

債権の運用期間
令和６年度から令
和15年度（10年間）

2-2 9
企
画

広告料の見直し及
び広報媒体以外へ
の広告導入

町の広報印刷物や
公式webサイトで広
告収入を得ている
が、近隣市町村と
比べ金額が低い。
また、その他の事
業・媒体での広告
掲載についても、
導入を検討する必
要がある。

①広告料の適正化
②広報媒体以外で
の有料広告の導入

新規の広告掲載事
業又は広告料の見
直し

２件（～2024年度）

・広告枠数の加増
・広告の新規導入
（ネーミングライツ
等）



取組内容 達成指標 実施計画 備考取組背景・目的
視
点

番
号

所
属

区
分

取組項目

2-2 10
企
画

企業版ふるさと納
税を活用した地方
創生の推進

企業が市町村の地
方創生を応援する
ための寄附を行っ
た場合、法人関係
税が控除される「企
業版ふるさと納税」
について、令和２年
度の制度改正によ
り、控除割合が寄
附額の最大９割ま
で引き上げられ、
新たな財源や企業
との協働の機会と
して注目されてい
る。

企業版ふるさと納
税での寄附募集及
び事業実施

企業版ふるさと納
税を活用した事業

２件（～2024年度）

・寄附の募集
・事業実施

2-3 11
税
務

滞納総額の圧縮 税の公平性の確保
や応益負担など行
政の財源基盤の安
定と財源確保に資
するため継続して
実施する。

①令和５年度に改
定した滞納整理方
針に即した合同滞
納整理・合同催告
の実施
②徴収対策推進会
議における各税
（料）の徴収目標の
設定・情報共有
③各税（料）の滞納
事案における財産
調査・滞納状況の
分析等及び分納額
の見直しや執行停
止による個々の担
税力に合わせた滞
納整理
④預貯金調査照会
システムによる滞
納整理の効率化

税（料）全体の滞納
調定額（現年＋滞
繰）

前年度比
▲ 8.5%

滞納整理の実施

新
規

3-1 12
企
画

公式LINEアカウン
トの機能拡張

メッセージアプリ
「LINE」の町公式ア
カウントにおいて
ユーザーが受動的
に情報を受け取る
だけではなく、双方
向のコミュニケー
ションを図るための
プラットフォームを
構築する。

①セグメント配信
（興味がある情報
のみを受け取れる
仕組み）の実施
②申込・予約・アン
ケートなどのオンラ
イン手続のシステ
ム構築（決済機能
まで含む）
③チャットボットに
よる問合せへの自
動回答

全所属における通
常配信以外の機能
の活用

・本格運用の開始
・活用に向けた勉
強会の開催

新
規

3-1 13
税
務

住民税特別徴収に
かかるeLTAX納税
の促進

令和６年度から住
民税特別徴収に係
る手数料が１件あ
たり330円となる。
eLTAX納税を普及
促進させ、手数料
の削減を図る。（令
和６年度12,000件、
令和７年度15,000
件（見込））

①金融機関との協
働によるeLTAXの
導入サポート
②各特別徴収事業
者にeLTAXへの周
知強化

eLTAX納税率

2023:12%
2028:30%

・勉強会の開催
・事業者への個別
周知



取組内容 達成指標 実施計画 備考取組背景・目的
視
点

番
号

所
属

区
分

取組項目

新
規

3-1 14
総
窓

「書かない窓口」の
実現

従来、転入手続き
時では必要事項を
手書きで記入して
いたが、「書かない
窓口」では、町民の
方が提出書類に記
入する負担が軽減
され、手続きが簡
単・スムーズになる
ことを目指す。

「かんたん窓口シス
テム」の導入による
届出書の作成支援

「書かない窓口」の
導入

試験運用・本稼働

3-2 15
税
務

固定資産税課税事
務における空中撮
影業務の共同調達

固定資産税の公
平・公正な課税の
ため、毎年度航空
写真撮影を業務委
託する。町単独で
は費用、事務の面
で負担が大きいこ
とから、他市町村と
共同調達すること
により、業務の効
率化及び経費削減
を図る。

①固定資産税課税
事務における空中
写真撮影業務の共
同調達
②神奈川県市町村
振興協会助成金の
活用

空中写真撮影業務
の共同調達による
事務負担軽減・費
用圧縮

空中写真撮影業務
の共同調達

新
規

3-3 16
総
務

郵便料金の低減 2024年秋ごろに郵
便料金の値上げが
予定されていること
から、文書事務の
効率化やデジタル
化などを進め、値
上げの影響の低減
を図る必要があ
る。

【発送文書の郵送
件数の低減】
①メールの活用
②電子申請システ
ムの一斉配信機能
の活用
③逓送便の活用
【割引サービス等
の活用拡大】
④区内特別郵便の
活用

郵便料金の値上げ
の影響額

20％以下

（平均改定率が
30％強となる見込
みのため、10％程
度の低減を目標す
る。）

・（上半期）郵送件
数の低減及び郵便
料金の低減策につ
いての検討及び庁
内調整
・低減策実施

新
規

3-3 17
総
務

ペーパーレス化の
推進

限られた職員数で
将来にわたって安
定的に町民サービ
スを提供するため、
「ルール」・「マネジ
メント」・「ツール」・
「マインド」の視点
から働き方や仕事
の進め方を見直す
必要がある。

文書管理システム
（電子決裁システ
ム）の導入

電子決裁化率

90％以上

文書管理システム
の導入準備
（2025 本格運用）

3-3 18

街
づ
く
り

橋梁定期点検事務
の見直し

全ての橋梁定期点
検を委託により実
施しており、多額の
費用を要している
ため、構造的に専
門性の低い橋梁に
ついては、直営点
検により事業費の
縮減を図る必要が
ある。

橋梁数90橋のうち
BOXカルバート25
橋の職員による定
期点検の実施

直営点検による費
用削減

神奈川県市町村版
点検要領に基づく
点検の実施（5橋）



取組内容 達成指標 実施計画 備考取組背景・目的
視
点

番
号

所
属

区
分

取組項目

新
規

3-3 19
出
納

財務会計事務の効
率化

金融機関における
公金の支払いの経
費負担の見直しに
伴い、会計処理に
係る直接及び間接
経費を圧縮するよ
う財務会計事務の
効率化・合理化を
図る。

①全庁的な公金支
払い事務の見直し
②関係課と連携し
た事務・経費負担
を縮減

公金支払い件数の
削減

10％

・クレジットカード決
済の導入
・公金支払いの集
約

4-1 20
企
画

行政評価の実施 総合計画に定めた
「将来都市像」の実
現のため、事業の
進行管理及び新た
に生じた政策課題
への対応を適切に
実施するため、定
期的に全庁の事業
について点検する
必要がある。

各年における行政
評価（サマーレ
ビュー及び事務事
業評価）の実施

後期基本計画第２
期実施計画に記載
されている全事業

事務事業評価及び
サマーレビューの
実施

4-2 21
環
境

生ごみ処理器設置
補助事業の見直し

可燃ごみの減量化
を図る事業として
推進し人口増加の
中で住民一人当た
りの可燃ごみの処
分量を抑制し、可
燃ごみの総量を微
増にとどめている。
しかし、導入から10
年が経過し、住民
の減量化に対する
意識が高まり、補
助事業としての役
割を果たしたため、
事業の位置づけを
見直す必要があ
る。

補助事業の廃止及
び廃止を念頭にし
た町民への事業活
用の促し

補助事業の廃止 ・廃止に伴う影響の
検証
・町民への周知
・補助要綱廃止

2024年は事業終了
に伴う駆け込み需
要を見越し、補助
台数の上限を増や
す予定

新
規

4-2 22
子
育
て

ひだまりサロン（産
後サポート事業)と
子育て支援セン
ター事業の統合

産後１年未満の母
子を対象とした集
団での交流の場を
保健センターと子
育て支援センター
で実施していたた
め、対象者が被っ
ていた。町では令
和5年4月から産後
ケア事業を開始し、
個別の支援に力を
入れていくことで、
役割分担を図って
いく。

子育て支援セン
ター事業との統合
による切れ目ない
子育て支援体制の
構築

子育て支援セン
ター事業への統合

・事業間での調整
・統合事業の実施

4-2 23
防
災

街頭消火器の見直
し

街頭消火器は、火
災の初期消火に有
効なものであるが、
使用されるケース
は稀で、未使用の
まま更新期限を迎
えることが多い。コ
スト削減の観点か
らも、街頭消火器
の設置・維持管理
について見直す必
要がある。

使用期限を迎える
街頭消火器の順次
廃止

54箇所の廃止 使用期限を迎えた
街頭消火器を順次
撤去

街頭消火器の廃止
に伴い、家庭用消
火器の購入費用の
一部を助成する制
度を令和５年度か
ら実施



取組内容 達成指標 実施計画 備考取組背景・目的
視
点

番
号

所
属

区
分

取組項目

4-2 24
福
祉

町単独事業（福祉
タクシー利用助成、
重度障害者年金、
自動車燃料費助
成）の見直し

町単独事業として
実施している福祉
タクシー利用助成、
重度障害者年金、
自動車燃料費助成
について対象者や
金額等課題となっ
ている。

福祉タクシー利用
助成・重度障害者
年金・自動車燃料
費助成の見直し、
改定及び新規事業
の検討

改定された補助事
業の整備

単独事業の見直
し・創設
（2025 改定補助事
業の実施）

R5年度改定案を作
成したが、要検討
事項として令和６年
度へ持ち越しとなっ
た。

4-3
①

25
生
涯

町民センター図書
室のボランティアの
募集と活用

キッズライブラリー
ができ、町民活動
サポートセンターの
登録団体へボラン
ティアの活動機会
を提供できるように
なった。

ボランティアとの協
働による町民セン
ター図書室での事
業の充実

ボランティアグルー
プとの協働事業体
制の構築

ボランティアの募
集・登録
（2025 事業実施）

町民センターの休
館に伴い、実施計
画時期が先送りと
なった。

4-3
③

26
産
振

各種イベントの運
営体制の見直し

町で実施している
各種イベントについ
て、規模拡大に
伴って職員負担が
増大している。
また、町のイベント
への関与が強く、
町民・団体の主体
性が醸成されてい
ない。イベントを今
後も持続可能な体
制で運営していくた
め、現行の町主導
による運営体制を
見直す必要があ
る。

①町が主導で行う
各種イベントの運
営体制を見直し
②事務局機能の分
散化による関係団
体の主体性の醸成

＜検討の方向性＞
以下のとおり、各イ
ベント事務局機能
を段階的に外部へ
移管。
（開成町納涼まつ
り）
→開成町商工振興
会
（瀬戸屋敷ひなま
つり）
→オリエンタルコン
サルタンツ

事務局機能の移管
割合

50％

・事務局移管先と
の調整
・イベント実施

4-4 27
子
育
て

学童保育施設の確
保及び実施対象の
拡大

核家族の増加や共
働き世帯の増加等
に伴い、特に開成
南小学校区では学
童保育の定員を大
幅に超過している。
既存施設の活用を
含め、今後のニー
ズ変化への対応ま
で見すえた施設の
確保を検討する必
要がある。
また、近隣市町や
国の動向、保護者
のニーズを踏まえ、
預かりの対象を６
年生まで拡大する
か検討する必要が
ある。

①既存施設の活用
検討まで含めた学
童保育定員確保策
の検討・方針決定
②預かり対象学年
を６年生まで拡大
するかの検討・方
針決定

第三期開成町子ど
も・子育て支援計
画における学童保
育定員確保策及び
対象学年拡大に関
する方針決定

【ニーズ調査】
子ども・子育て支援
事業計画策定に併
せたニーズ調査の
実施
【児童数の推計】
就学児童の人数推
計実施
【計画策定】
第三期開成町子ど
も・子育て支援事
業計画策定


